
 

 

２０２５年（令和７年）８月１８日 

第１回藤沢市子ども・子育て会議 資料４－１ 

「藤沢市子ども・若者共育計画」について 

 

 １ 新たな計画の策定に向けて 

 （１）主な追加要素と根拠 

   ア こども基本法（全てのこどもの意見表明機会の確保など）の施行 

    →「こども大綱」／「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」 

     「こどもの居場所づくりに関する指針」 

   イ 児童福祉法／子ども・子育て支援法の一部改正 

    →「こども家庭センター」／「妊婦等包括相談支援事業」「産後ケア事業」等の追加 

 （２）令和６年度までの計画（令和２年度～令和６年度）からの変更イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 藤沢市子ども・若者共育計画について 

（１）計画期間 

    ２０２５年度（令和７年度）～ 

２０２９年度（令和１１年度） 

（２）計画の位置付け 

  ア 藤沢市子ども・子育て支援事業計画 

（ア）市町村子ども・子育て支援事業計画 

（イ）市町村行動計画 

（ウ）母子保健を含む成育医療に関する計画（母子保健計画） 



 

 

イ 藤沢市子ども共育計画 

   （ア）市町村におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画 

   （イ）市町村子ども・若者計画 

   ウ 新たに追加した計画 

   （ア）市町村こども計画 

   （イ）自立促進計画 

 

３ 計画の内容 

（１）第５章 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策（Ｐ１８５～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「藤沢市子ども・若者共育計画」 Ｐ１８６） 



 

 

（２）第３章 計画の基本的な姿（Ｐ７３～）及び 

   第４章 施策の展開（Ｐ８１～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「藤沢市子ども・若者共育計画」 Ｐ７９） 

 以 上  


